
 

環境研究・環境技術開発の推進戦略の実施方針 

 

平成 19 年３月 30 日 

 

持続可能な社会の実現のために、これを支える科学技術においても、環境分

野の研究・技術開発がより一層重要となっている。こうした環境研究・技術開

発の方針・ビジョンを含む戦略として、環境大臣の諮問を受けた中央環境審議

会から、「環境研究・環境技術開発の推進戦略について」の答申（平成 18 年 3

月 30 日。以下、「推進戦略」という。）がなされたところである。 

環境省は、この推進戦略を実効あるものとして実施するため、その趣旨を踏

まえて実施方針をとりまとめた。 

 

１．実施方針の基本的考え方 

推進戦略では、環境研究・技術開発等を推進し、実用化・普及していくうえ

で、特に、短期的な成果や経済的な利益には結び付かないものであっても、長

期的将来像の実現に真に重要な研究・技術開発や長期的知的基盤整備等に対し

ては、戦略的に重点化し推進することが重要としている。そのため、具体的に

は、①総合的・統合的アプローチ、②環境研究・技術開発を支える基盤の充実・

整備、③研究開発成果の社会還元、④政策目標に沿った重点領域の設定、を重

視することとしている。 

 本実施方針では、以下の点に留意しつつ、政策目標に沿った重点領域毎と、

全体に共通する横断的な事項についてとりまとめることとする。 

 

（１）本実施方針の位置づけ 

 推進戦略では、環境省が中心となって、関係府省や関係機関と連携しなが

ら進めるべき環境研究・技術開発について提言がなされたことを踏まえ、今

後５年間を視野に、環境省が中心となって行う施策を具体化した。また、本

実施方針の策定にあたっては、中央環境審議会総合政策部会環境研究・技術

開発推進戦略専門委員会における専門的見地からの助言を得た。 

 

（２）他の関連施策との整合・連携 

 環境研究・技術開発に関連する政策として、平成 18 年３月に閣議決定され

た「環境基本計画」及び「科学技術基本計画」との整合に配慮するものとす

る。 

 また、推進戦略や上記の両計画では、政府が推進すべき環境研究・技術開

発について広く検討がなされており、環境省以外の関係府省が行う環境研
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究・技術開発も相当あることから、関係府省における施策の実施状況につい

て、フォローアップ等を通じて把握するものとする。さらに、総合科学技術

会議等の場を活用し、関係府省との連携を強化するものとする。 

 

（３）国と地方の役割 

 環境研究・技術開発において、これまで地方試験研究機関（地環研）が果

たしてきた役割は大きく、これまで培われた地環研の分析技術や蓄積された

ノウハウは我が国の貴重な財産である。 

 近年、厳しい財政事情等により、地環研の規模縮小を余儀なくされるケー

スも見られるが、地方公共団体の環境行政の基盤となる環境研究を担う主体

としての地環研の育成は、地方公共団体が主体的に行うべきものである。そ

の一方で環境省としては、地域の研究・技術開発における産学官連携の促進

や、地環研と国の研究機関等とのネットワーク強化等、地環研の研究能力維

持・強化のための支援策を講ずるものとする。 

 

（４）関係機関が行う研究・技術開発の扱い 

 環境省に関連する研究の多くは、環境省所管の独立行政法人国立環境研究

所が実施している。国立環境研究所で行われる研究についてはその中期計画

において定められていることから、本実施方針は中期計画の内容を踏まえて

策定する。 

 

２．重点的に推進すべき領域ごとの実施方針 

 推進戦略では、当面の政策目標として、「脱温暖化社会」、「循環型社会」、「自

然共生型社会」及び「安全･安心で質の高い社会」の４つの「社会」の実現を挙

げ、これらに対応した研究・技術開発に関する重点領域を設定している。 

 これらの重点領域について、推進戦略に沿って、政策目標、重要課題及び重

点投資課題を以下に示す。また、これらに対応する個別プロジェクト等を別添

に示す。 

 

２－１．脱温暖化社会の構築 

 温室効果ガスの排出削減が組み込まれた社会の構築を目指す研究・技術開

発を行う。本領域の研究・技術開発は、モニタリング、温暖化の機構解明、

モデリング・将来予測の高精度化、温暖化対策の総合的な評価・政策評価、

対策技術の開発・実用化・普及の各分野において総合的に研究・技術開発に

取り組む。特に総合的な温室効果ガスモニタリング技術や統合評価モデル等、

国際的にも重要な研究・技術開発課題について一層推進する。 

2 



 

 技術開発については、脱温暖化社会の実現のための革新的な技術の開発か

ら、途上国への普及を含めた既に開発されている技術の普及に至る各段階に

おける取組を促進する。また、特にこの領域については、地球規模の緩やか

な変化がもたらす影響が問題であり、明確な影響が観測された後からでは有

効な対策手段を講じにくい性質を持つことから、予測・予防に力点を置き、

予測に基づく予防的観点から将来の対策技術を開発する。 

 

 【政策目標】 

○ 第一約束機関（2008 年-2012 年）の削減目標達成［短期的目標］ 

○ ポスト第一約束期間の削減目標設定／達成［中期的目標］ 

○ 温室効果ガス濃度の安定化［長期的課題］ 

 

 【重要課題】 

① 総合的な温室効果ガスモニタリング体制の確立【重点投資】 

② アジア太平洋地域の気候変動影響モニタリング・評価ネットワーク

の確立【重点投資】 

③ 気候モデル、気候変動影響予測の高精度化と気候変動リスクの管理

手法、適応策の検討【重点投資】 

④ 脱温暖化社会のデザイン研究・政策評価モデルの研究【重点投資】 

⑤ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入技術の開発・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの導入のための技

術開発、制度研究【重点投資】 

⑥ 水素・燃料電池など新しい社会システムの技術開発・導入【重点投

資】 

⑦ CDM・技術移転を通じたアジアの低 CO2 排出化の実施方策の研究 

⑧ 技術開発・改良、技術導入・普及拡大、関連インフラ整備、社会シ

ステムの研究 

⑨ 省エネ、カスケード利用技術・システムの開発・導入 

⑩ 炭素の固定・貯留、森林等吸収源増大技術の開発・導入 

⑪ 新たな対策技術導入のための社会システム研究、経済的手法の研究 

⑫ 含ハロゲン物質等温室効果ガス削減対策技術の開発、導入、評価研

究 

 

２－２．循環型社会の構築 

 循環型社会構築のため、資源循環の実態把握、定量目標の設定や進捗状況

の確認、効果的な施策の実施等が必要であり、社会におけるマテリアルフロ

ー、循環型社会の評価手法や効果的な制度、経済的手法など循環型社会の構
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築に関する研究を一層推進する。 技術開発については、廃棄物の上流段階で

の発生抑制技術、フローの各段階でのリサイクル技術、適正処理、処分技術

の確立が体系的になされることが 3R 推進にとって重要であるため、その基盤

となる、発生抑制に資する技術（主に製品設計技術）や廃棄物の利用促進に

資する技術、残さや処理困難物の適正な処理・処分技術の開発を重点的に推

進する。 さらに、これら一連の研究開発成果を社会に適用するため、居住地

域規模から国規模、アジア地域規模に至る各地域規模での資源循環を、有害

性の観点を含め最適化するためのシステム開発及び評価研究を推進する。 

 

 【政策目標】 

○ ゴミ処理量の削減、処分場逼迫の打開、不法投棄対策［短期的目標］ 

○ 資源循環性の向上、リサイクルの質的向上［中期的目標］ 

○ マテリアルフロー総量の低減［中長期的課題］ 

○ 持続可能な社会の構築［(超)長期的課題］ 

 

 【重要課題】 

① ３R 技術・社会システムによるアジア地域における廃棄物適正管理

システムの研究【重点投資】 

② 循環型社会への変革を進めるための経済的手法等の政策・手法の研

究【重点投資】 

③ 循環資源に関するリサイクル技術やシステムの高度化・実用化【重

点投資】 

④ 有害性の観点を含めた再生品、再生利用品の規格化・基準化のため

の研究【重点投資】 

⑤ 最終処分場の適切な跡地管理と活用に関する研究・技術【重点投資】 

⑥ LCA を踏まえた循環度の評価手法の確立 

⑦ LCA 評価に基づく容器包装の再商品化手法の評価 

⑧ ３Rを一体化させた設計・生産技術の開発・普及 

⑨ 最終処分場のひっ迫と不適正処理・処分解消のための技術開発 

⑩ 不法投棄等による汚染地の原状回復技術の開発・高度化 

⑪ 有害廃棄物に関する安全安心確保技術の高度化 

⑫ 地域における最適な資源循環システムの開発・評価 

 

２－３．自然共生型社会の構築 

 大気、水、土壌及び多様な生物種からなる生態系の機能と構造に関する理

解を深化させ、地域に固有の生物や生態系を地域の空間特性に応じて適切に
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保全し、絶滅の危機に瀕した種の回復を図り、さらに生物多様性の喪失をも

たらさない国土や自然資源の管理と利用を順応的に実施することが必要であ

る。これに対応するため、野生生物の種や生態系並びに人間活動の実態につ

いて地方レベル、国レベル及びアジア地域レベルにわたって、長期的な観測・

実験研究を実施し、環境変化・改変に伴う生物多様性の動態を予測する技術・

手法を確立するとともに、調査研究の基礎となる生物多様性に関するデータ

ベースの統合化・システム化技術を確立する。 また、水循環・物質循環・生

物資源等生態系の財とサービスとの関係や心理的効果や地域文化の醸成等の

無形の価値を明らかにし、化学物質や廃棄物等他の観点からの環境対策も加

味しつつ、適切な保全と持続可能な利用の手法や自然共生型社会の実現に向

けた管理・再生手法を確立する。 さらに、地球温暖化、酸性雨、地球規模で

の窒素や化学物質汚染の進行、水・生物資源の枯渇等これらの地球環境問題

の理解と解決に不可欠な物質の生物地球化学的サイクルの動態解明とそれら

の生物多様性や生態系機能への影響に関する研究を分野横断的に実施する。 

 

 【政策目標】 

○ 都市河川や内湾の水質汚濁対策［短期的目標］ 

○ 生活環境の改善（ヒートアイランド対策等）［中期的目標］ 

○ 生物多様性の喪失対策［中長期的課題］ 

○ 自然共生型の都市と流域圏を適正に管理［中長期的課題］ 

○ アジア地域における自然と人間が共生する社会の実現［長期的課題］ 

 【重要課題】 

① アジア地域の大気環境管理に資する知見の集積と技術の開発【重点

投資】 

② 全国レベル・アジア地域レベルの生態系観測ネットワークの構築及

び生態系観測技術の高度化【重点投資】 

③ 生態系機能の変化予測手法の高度化【重点投資】 

④ 自然共生型都市・流域圏、健全な水循環を実現するための管理手法

の開発【重点投資】 

⑤ 広域・越境大気汚染のモニタリング体制の整備と継続的なモニタリ

ング 

⑥ 生物多様性データベースの統合化技術の開発 

⑦ 生物多様性・生態系等の変動モデル構築 

⑧ 必須物質(C,N,P,S)等の循環動態の解明と生物多様性・生態系への影

響評価の研究 

⑨ 水・物質循環に関するモニタリング・評価手法・モデリングの高度
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化 

⑩ 自然共生化技術の統合化・システム化 

⑪ 自然共生型社会形成のための対策技術、社会シナリオ評価に関する

研究 

 

２－４．安全・安心で質の高い社会の構築 

 化学物質の環境リスクを管理する上では、化学物質のばく露評価と有害性

評価に基づきリスク評価を行い、その結果に応じたリスク管理を行うことが

基本的な枠組みである。さらに、それらの過程で、市民、産業、行政等の関

係者の間で化学物質に関するリスクコミュニケーションを行うことが肝要で

ある。これらの各過程において、以下のような観点からの研究・技術開発を

実施する。  

 ばく露評価手法の開発のため、化学物質の環境中の濃度の分析技術の高精

度化とともに、測定結果や製造量等の情報をばく露評価に有効活用するため

のモデル等を確立する。 

 また、有害性評価手法の開発のため、化学物質の簡易・迅速な有害性評価

手法、未だ評価手法が確立していない影響及び高感受性集団等への影響等の

分野の評価手法を開発する。 

 さらに、リスク評価手法の高度化のため、化学物質の生態系へのリスクを

評価する手法を開発・高度化するとともに、重大な環境リスクが見逃される

ことのないよう、新たな又は同定できていない環境リスクの評価手法を開発

する。 

 リスク管理に資する技術開発として、特に懸念すべき有害物質の適切な管

理・環境排出抑制策や、化学物質のライフサイクルにわたる環境リスクの低

減手法を確立する。  

 リスクコミュニケーションに関しては、化学物質情報のデータベースの整

備とあわせて、リスクコミュニケーション手法の普及に関する検討を進める。 

 

 【政策目標】 

○ 早期に解決が必要な環境汚染問題への対応［短期的目標］ （例：ア

スベストや硫酸ピッチ、NOx・PM 等都市大気汚染等） 

○ 負の遺産の解消（POPs 適正処理の完了等）［中長期的課題］ 

○ 環境リスクの予防的な管理体制の構築と環境リスクの最小化の達成

［中長期的課題］ （例：主要な化学物質の有害性・ばく露に関する

知見の充実・共有と環境リスク評価、ライフサイクルにわたる環境リ

スクの最小化） 
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 【重要課題】 

① 簡易迅速な化学物質安全性評価手法の開発【重点投資】 

② 評価手法が未確立の健康影響等の評価手法の開発【重点投資】 

③ 水域・陸域生態系のリスク評価手法の開発・高度化【重点投資】 

④ 製品の全ライフサイクルを通じた化学物質環境リスク低減手法の確

立【重点投資】 

⑤ 主要化学物質の有害性・ばく露・リスク情報等のデータベース化【重

点投資】 

⑥ 緊急対応の必要な安全安心確保技術の基盤強化 

⑦ 環境計測・分析技術の高速化、高機能化、実用化と普及 

⑧ 環境試料の長期保存方法の技術的検討 

⑨ 東アジア地域における環境中化学物質のモニタリング・モデル予測 

⑩ 広域・高精度の大気汚染物質ばく露モデルの開発 

⑪ 人や動植物へのばく露を生じる各過程に応じたばく露量推計手法の

整備 

⑫ オゾン層破壊及び健康リスクの評価に関する研究 

⑬ ナノ粒子やナノ材料等の新たな又は同定できていないリスクへの対

応とその評価手法開発 

⑭ BAT/BEP の考え方を踏まえた有害物質処理技術の開発・普及 

⑮ グローバルな観点からの POPs・有害な重金属等の管理・環境排出抑

制策の技術的検討 

⑯ リスクコミュニケーション手法の普及、リスクの社会的受容に関す

る研究 

 
３．横断的事項に関する実施方針 

 「推進戦略」では、各重点領域に共通する基本的な戦略と強化すべき方策が

示されている。それらは、各重点領域の施策実施の基盤として別に実施すべき

事項と、各重点領域の施策実施にあたって強化すべき事項とが含まれている。

以下に、「推進戦略」で示されたこれらの戦略及び方策を整理し、具体的な実施

方針を示す。 

 

（１）総合的・統合的アプローチの確保 

 従来の環境分野の枠にとらわれることなく、環境をトータルシステムとし

て捉えた研究・技術開発、複数の環境問題に同時に寄与する研究、および問

題の未然防止のための予防的・予見的研究が必要である。さらに、価値観の

転換に向けた合意形成や環境マネジメント技術等の開発、科学的不確実性を
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前提とした合意形成の実現に向けた経済社会システムに関する法制度的手法

等の人文・社会科学的研究や政策研究についても推進していく必要がある。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 競争的資金における研究課題の公募等において、研究における総合的・

統合的アプローチを推奨する。特に総合的・統合的アプローチが重要と

なると考えられる課題は以下のとおり。 

・ 脱温暖化社会のデザイン研究・政策評価モデルの研究【重点投資】 

・ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入技術の開発・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの導入のための技術

開発、制度研究【重点投資】 

・ 新たな対策技術導入のための社会システム研究、経済的手法の研究 

・ ３R技術・社会システムによるアジア地域における廃棄物適正管理シ

ステムの研究【重点投資】 

・ 循環型社会への変革を進めるための経済的手法等の政策・手法の研究

【重点投資】 

・ 自然共生型都市・流域圏、健全な水循環を実現するための管理手法の

開発【重点投資】 

・ 自然共生型社会形成のための対策技術、社会シナリオ評価に関する研

究 

・ 製品の全ライフサイクルを通じた化学物質環境リスク低減手法の確

立【重点投資】 

・ リスクコミュニケーション手法の普及、リスクの社会的受容に関する

研究 

 

・ 将来的に実現すべき持続可能な社会の統合的なビジョンを示すための研

究を推進する。 

 

（２）国際的取組の戦略的展開 

 持続可能な社会の構築のため、我が国の有する環境技術や研究の成果、経

験を活かし、特に我が国と密接な関係にあるアジア地域を中心に、我が国の

得意分野に重点化しつつ、地域における取組に我が国がリーダーシップを発

揮することが重要である。また、国際的な環境問題に対する国際的取組み・

枠組みに積極的に関与することが重要である。 

 さらに、既存のネットワーク等を活用した研究者の国際交流や共同研究の

促進、我が国の研究機関を中心とした環境研究の国際ネットワークの強化が

必要である。特に、多様な国家が共存しているアジア地域における環境研究
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ネットワークの構築にあたっては、IGBP 等国際研究計画との連携が有効なも

のと考えられる。 

 

＜具体的方針＞ 

・ アジアにおける酸性雨等越境大気汚染モニタリング・ネットワークを構

築する。 

・ アジア地域を含めた３R政策研究を実施する。 

・ 海外の研究機関との研究を円滑に進める観点から、研究協力協定等に基

づく国際行動研究等を推進する。（中期計画） 

・ 海外からの研究者・研究生の受入数を増加させる。（中期計画） 

・ 国際的な環境研究の推進に貢献するため、国際機関・国際研究プログラ

ムに積極的に参画する。（中期計画） 

・ 国際研究計画の国際オフィス活動を積極的に展開する。 

・ 環境省の海外向けホームページの充実強化の方針を踏まえ、積極的に海

外向けに研究・技術開発の成果を発信する。 

・ 国際的な研究ネットワークに積極的に関与する。 

 

（３）国内の地域における研究開発の推進 

 地方環境研究所をとりまく状況を踏まえ、その果たすべき役割や重点化す

べき分野・業務を再検討した上で、他の地方試験研究機関の得意分野等を考

慮しつつ、地域的な施策と直結する研究やモニタリングデータの精度管理な

ど、地域の環境行政の基盤となる環境研究を担う中核機関としての機能の強

化・充実を図る必要がある。 

 また、地方環境事務所等の国の地方機関等が、調整役としての役割を担う

ことも重要である。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 地域の産学官連携による環境技術開発基盤整備モデル事業の実施により、

地域における地方環境研究所の中核機関としてのモデルを確立し、その

モデルを普及する。 

・ 地方環境事務所は、国の地方機関等が合同で行う地域科学技術施策の推

進に積極的に関与する。 

・ 環境測定分析統一精度管理調査を継続して実施することにより、地方環

境研究所及び民間機関における環境測定分析の精度の維持・向上を図る。

また、地方環境研究所における精度管理の強化に向けた取組に対して助

言・支援を行う。 
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（４）国の研究資金制度の活用・強化 

 各研究・技術開発施策の特性を十分に把握し、最大限の効果が得られるよ

う、制度の拡充を図る必要がある。その際には、総合的・統合的な研究課題

や、長期的な持続可能社会の統合的ビジョンに関する研究を重視すべきであ

る。 

 また、競争的資金の拡充に努めると共に、政策への成果還元状況等を踏ま

え、制度の硬直化を防止するための制度そのものの不断の点検と必要な改正

に努める必要がある。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 「環境省研究開発評価指針」（平成１８年１０月改定）に基づき、環境省

が実施する研究開発施策そのものについて定期的に評価し、その結果を

もとに制度を改善していく。 

・ 競争的資金の特性を明確化し、必要に応じて分類を整理する等、利用者

にわかりやすい制度の設計とその説明に努める。 

・ 総合科学技術会議における研究制度の改革の検討等を踏まえ、適切な競

争的資金制度のシステムや配分機能の強化を図る。 

・ 競争的資金の配分において、将来的に実現すべき持続可能な社会の統合

的なビジョンを示すための研究を重点化する。 

・ 地球環境保全等試験研究費（いわゆる一括計上）について戦略的に配分

する。 

 

（５）環境研究を支える基盤の充実・整備 

１）人材育成・組織の整備 

 多様化する環境問題に対応する研究に携わることができる人材・組織を育

成することが必要である。特に、旧来の学問領域を越えた人文・社会学系も

含めた学際的な研究者同士の交流や、幅広い視野をもった分野融合人材の育

成、産学官連携の体制構築の促進が必要である。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 競争的資金への参加研究者を対象に、成果発表会を活用した領域間交流

の機会を設け、自らの研究分野を超えた広い視野を養い、また人脈を広

げる場を提供する。 

・ 総合科学技術会議等における府省間の連携施策へ積極的に参画する。 

・ 地域の産学官連携による環境技術開発基盤整備モデル事業の実施により、
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地域における産学官連携体制の構築を支援する。 

・ 環境省が実施する研究開発プロジェクトの評価に携わる人材確保の重要

性に考慮しつつ、それら人材の定期的な入れ替えにより評価人材の活性

化を促進する。 

・ 環境分野の研究者コミュニティに対し、既に一部の競争的資金では公募

情報の提供等の広報が行われているが、他の競争的資金についても同様

の取組を広げる等、コミュニケーションを強化する。 

 

２）継続的モニタリングの戦略的推進 

 環境問題への対応は、基礎的情報としての環境の状況を適切に把握するこ

とから始まる。そのためのデータの取得は効果的に行う必要があり、長期的

継続的に行うことが極めて重要なものもあるため、目的の明確化や内容の具

体化を図り、持続的な実施体制を確保するといった明確な戦略に基づいた実

施が重要である。また、より効率的な監視･観測を可能にする革新的技術を

研究開発する。地球観測については、「地球観測の推進戦略」（平成 16 年 12

月、総合科学技術会議意見具申）に従って施策を進める。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 大気･海洋･陸域の環境モニタリングを推進する。 

・ 航空機･船舶を活用した温室効果気体の観測研究を推進する。 

・ 地球温暖化観測連携拠点事業を推進する。 

・ ＧＯＳＡＴによる衛星観測実現に向けた研究を促進する。 

・ ＰＯＰｓモニタリング分析調査を着実に実施する。 

・ ナノテクノロジーなどの先端技術を積極的に導入した効率的なセンサー

の開発を促進する。 

・ 環境監視計測分野における技術の実用化を支援する。 

・ 将来顕在化する新たな環境問題に備え、国内外の環境試料や絶滅危惧種、

環境指標生物などの収集・保存を戦略的に実施する。 

・ 環境測定分析統一精度管理調査を継続して実施することにより、地方環

境研究所及び民間機関における環境測定分析の精度の維持・向上を図る。 

 

３）知的研究基盤の強化 

 将来、新たな環境問題の顕在化に対応するため、国内外の環境試料や絶滅

危惧種等についての収集・保存を行うことや、環境研究・技術開発を支える

基礎科学の推進、標準物質の整備や統計データベースの整備等の基盤整備に

引き続き取り組む必要がある。 
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＜具体的方針＞ 

・ 知的研究基盤を整備する。（中期計画） 

・ 競争的資金を活用し、基礎研究開発への支援を継続する。 

・ 「環境情報戦略」の策定による環境情報に係る計画的な基盤整備の推進、

利用者本位の環境情報の整備、環境情報の流通の促進、国際的な情報連

携基盤の整備を行う。 

・ 環境試料を長期に保存するタイムカプセル化事業を推進する。 

 

４）環境情報の効果的な活用・普及の促進 

環境情報の利用促進のため、監視・観測などによって得られる膨大なデー

タの効率的な処理・解析を可能とするシステム構築等や、その提供方法等の

改善による利便性の向上が必要である。また、環境研究・技術開発の動向を

把握するための効率的な情報収集、環境技術の環境保全効果等に関する情報

の体系的整備が必要である。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 環境総合データベースを引き続き整備・運用するなど環境省の行政情報

の電子的提供を推進する。 

・ 生物多様性情報システムの整備を促進する。 

・ 環境保全技術の開発と普及を促進するために国立環境研究所が整備・運

用する「環境技術情報ネットワーク」を充実強化する。（中期計画） 

・ 環境の状況等に関するデータについて、データベース化を進めると共に、

それらをわかりやすく表示する環境 GIS の整備・運用を行う。（中期計画） 

・ 「環境情報戦略」の策定による環境情報に係る計画的な基盤整備の推進、

利用者本位の環境情報の整備、環境情報の流通の促進、国際的な情報連

携基盤の整備を行う。 

・ 高度情報化分野における技術の実用化を支援する。 

・ 膨大なデータの解析能力を高めるシステムを構築する。 

 

（６）研究開発評価の充実・強化 

 環境研究・技術開発の成果の一層の社会還元のため、環境研究・技術開発

の特徴や国際的な視野を踏まえつつ、追跡評価を含めた適切な研究開発評価

の充実・強化が必要である。 

 

＜具体的方針＞ 
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・ 「環境省研究開発評価指針」（平成１８年１０月改定）に基づき、環境省

が実施する研究開発施策を対象に、追跡評価を含めた研究開発評価を着

実に実施する。 

・ 環境省が実施する研究開発施策の評価状況の全体を管理する体制を整備

する。 

・ 環境分野の研究開発の社会的効果を定量的に評価するための手法を開発

する。 

 

（７）先端技術の積極的活用 

 ナノテクノロジー等の環境分野への活用が期待される先端技術を、環境研

究や環境技術の開発に積極的に活用していく。他方で、先端技術のもたらし

うる負の環境影響に関する研究を進める。 

 

＜具体的方針＞ 

・ ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業等、先端技術を積極

的に環境技術に活用していく課題を対象とした技術開発を促進する。 

・ 内閣府が実施するナノテクノロジーの社会受容に関する取組に積極的に

参画する。 

・ 環境中におけるナノ粒子等の体内動態と健康影響評価を推進する。 

・ バイオテクノロジー戦略大綱に基づき研究・技術開発を推進する。 

・ ＩＴ新改革戦略に基づきＩＴを活用した環境情報の収集、整理、提供等

を推進する。 

 

（８）研究・技術開発成果の普及啓発と政策への還元 

１）有用な環境技術の普及促進 

 持続可能な循環型の社会経済システムへの転換に不可欠な環境産業の発

展を図るために重要な環境技術の開発・普及については、市場のみに任せず、

開発目標の設定、経済的措置、技術評価及び基礎研究等の実施、技術実証等

の制度拡充などを行うことにより促進することが必要である。また、我が国

発の環境技術の国際競争力の強化・維持のため、標準化等を視野に入れた知

的財産に関する取組を強化することが重要である。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 前述の重点投資課題及び「科学技術基本計画」で掲げられた環境分野の

戦略重点科学技術を対象に、集中的に資源を投入する。 

・ 有用な環境技術の導入がしやすくなるよう、第三者機関が環境技術の性
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能を実証する仕組みを整備する。 

・ 競争的資金等による環境技術開発において知的財産化を支援し、また、

知的財産化や標準化の寄与等の状況をフォローアップする。 

 

２）環境情報の普及促進 

持続可能な社会の実現のためには、一般市民のライフスタイルの変革等が

極めて有効であることから、ライフスタイル変革を促しうる環境研究・技術

開発に関する情報を、一般に向けて提供していくことが必要である。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 環境総合データベースを引き続き整備・運用するなど環境省の行政情報

の電子的提供を推進する。 

・ 環境研究・技術開発の施策の成果について、一般国民を対象としてわか

りやすく編集し公表する等、情報提供の充実を図る。 

 

３）成果の戦略的広報 

 環境研究・技術開発の取組内容やこれによって得られた成果について、そ

の内容や情報を受け取る側の性質等に応じた戦略的広報を行うことが必要

である。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 情報提供がもたらす効果に着目し、環境研究・技術開発の内容と情報の

受取手や場を考慮しつつ、適切な広報媒体を最大限活用する。 

 

４）研究者と政策担当者の連携体制の確立 

 環境政策が求める研究・技術開発課題を的確に研究者側に提示し、また、

研究者側が新たな政策課題を環境政策立案者に提示していくため、環境政策

立案者と環境研究者との連携を深める必要がある。 

 

＜具体的方針＞ 

・ 研究評価や成果発表会の場等を活用し、研究者と政策担当者のコミュニ

ケーションが円滑に行われるよう交流の場を創出する。 

 

（９）成果目標の設定 

 本実施方針全体の中期的目標として、環境基本計画に掲げる指標との整合

等に配慮し、以下のものとする。 
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＜具体的目標＞ 

・ 環境分野における政府研究開発投資総額（円／年）：政府全体の研究開発

投資総額の伸び率を上回る伸び率（％）を確保 

・ 政府研究開発投資総額に占める環境分野の投資割合（％）：17 年度比増 

・ 我が国における環境分野の特許登録件数：18 年度比倍増 

・ 環境関連技術（環境産業）の市場規模（円／年）：22 年度予測値比 50%増 

 
４．今後の取組状況のフォローアップ等 

（１）フォローアップの実施 
答申を踏まえ、中央環境審議会総合政策部会環境研究・技術開発推進戦略

専門委員会において、本実施方針にかかる取組状況について毎年度フォロー

アップを行う。フォローアップに当たっては、環境に係る国内外の情勢の変

化や環境の状況を踏まえ、重要課題等についても適宜見直すものとする。 

 

（２）実施方針の見直し 
（１）のフォローアップの結果により、必要に応じて実施方針の見直しを

行う。 
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